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□想定される運営の形態(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資資資資    料料料料    ３３３３    

倉 庫倉 庫倉 庫倉 庫 邑邑邑邑    

町： 

倉庫邑を所有、施設建物、設備機器、

周辺環境を公共として整備し、運営

管理を運営主体へ委託 

運営主体：NPO 法人等 

町から受託し、倉庫邑の運営・管理

を行う 

評価委員会(仮)： 

運営主体よる倉庫邑の運営・管理を

第三者機関として評価し、町へ報告 

倉庫建物、内部空間を借りたい

人、団体、事業者(民間企業)等 

利 用 者 

原則有料で利用

(家賃・使用料等) 

原則無料、一部有料で利用 

(物販・飲食等は有料) 

受 託 

委 託 

評 価 

報 告 

ニーズの把握による改善

（段階的計画による成長） 
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□運営に必要なルール(案)： 

  ＊運営主体に拘わらず、守らなければならないルールとして・・・ 

    例えば、 

 

 

   倉 庫 邑 憲 章 1 0 ヵ 条(案)  

   １．地域の歴史を語る倉庫群の雰囲気を生かす。（？） 

   ２．町民も来訪者、観光客も、すべての世代が集い、楽しめる。（？） 

   ３．地域の活性化や雇用の促進に役立つ。（？） 

   ４．地域の資源や素材、技術、人材等を活用する。（？） 

   ５．ニセコらしさにこだわる。（？） 

   ６．人と人、他の団体、他の施設などとの絆を大切にする。（？） 

   ７．身の丈にあった運営・活用を心がけ、赤字を出さない。（？） 

    （将来の世代に負債を残さない） 

   ８．出来ることから始め、「進化する倉庫邑」をめざす。（？） 

   ９． その他？ 

  １０．その他？ 

  ⇒＊内容、項目、順序、名称等に関する御意見、アイディア、御提案を！！ 


